
◇ 兼任センター員

情報生産システム研究センターの事業および研究を進めていく上で、センター以外を本属とする

専任教員（常勤の任期付教員も含む）を兼任センター員として嘱任することができる。

1. 嘱任資格

情報生産システム研究センター以外を本務とする専任教員（常勤の任期付教員も含む）

2. 任期

情報生産システム研究センター所長の任期に従う。ただし、再任を妨げない。

3. 申請受付時期

年間を通じ随時受け付ける。

4. 申請手続き

ＩＰＳ研究センター「兼任センター員」嘱任申請書・本属箇所長承諾書等により、本属箇所長の

承認を受けた後、情報生産システム研究センター事務所に提出する。

5. 嘱任および解任

情報生産システム研究センター管理委員会で承認し、情報生産システム研究科運営委員会の

議を経て、大学が行う。


